
緊急時訪問介護加算   

〔居宅算定基準：厚生省告示第１９号注１６〕 

 

○ １００単位（１回につき） 

   利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定訪問介護事業所のサービス提

供責任者が指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員と連携し、当該介護支援専

門員が必要と認めた場合に、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等が当該利用

者の居宅サービス計画において計画的に訪問することとなっていない指定訪問

介護（身体介護に限る。）を緊急に行った場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆緊急時訪問介護加算の取扱い 

〔留意事項通知：老企第 36 号第２の２（２０）〕 

 

① 「緊急に行った場合」とは、居宅サービス計画に位置付けられていない（当

該指定訪問介護を提供した時間帯が、あらかじめ居宅サービス計画に位置付け

られたサービス提供の日時以外の時間帯であるものをいう。）訪問介護（身体

介護に限る。）を、利用者又はその家族等から要請を受けてから２４時間以内

に行った場合をいう。 

 

② 当該加算は、１回の要請につき１回を限度として算定できる。 

 

③ 当該加算は、サービス提供責任者が、事前に指定居宅介護支援事業所の介護

支援専門員と連携を図り、当該介護支援専門員が、利用者又はその家族等から

要請された日時又は時間帯に、身体介護中心型の訪問介護を提供する必要があ

ると判断した場合に加算される。 

やむを得ない事由により、介護支援専門員と事前の連携が図れない場合に、

指定訪問介護事業所により緊急に身体介護中心型の訪問介護が行われた場合で

あって、事後に介護支援専門員によって、当該訪問が必要であったと判断され

た場合には、加算の算定は可能である。 

 

④ 当該加算の対象となる訪問介護の所要時間については、サービス提供責任者

と介護支援専門員が連携を図った上、利用者又はその家族等からの要請内容か

ら、当該訪問介護に要する標準的な時間を、介護支援専門員が判断する。な

お、介護支援専門員が、実際に行われた訪問介護の内容を考慮して、所要時間

を変更することは差し支えない。 

 

⑤ 当該加算の対象となる訪問介護の所要時間については、所要時間が２０分未

満であっても、「２０分未満の身体介護」の算定及び当該加算の算定は可能で

ある。 

また、当該加算の対象となる訪問介護と当該訪問介護の前後に行われた訪問

介護の間隔が２時間未満であった場合であっても、それぞれの所要時間に応じ

た所定単位数を算定する（所要時間を合算する必要はない。）。 
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初回加算   

〔居宅算定基準：厚生省告示第１９号ニ〕 

 

○ ２００単位（１月につき） 

新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回も

しくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った場合、

又はその他の訪問介護員等が初回もしくは初回の指定訪問介護を行った日の属

する月に指定訪問介護を行った際にサービス提供責任者が同行した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆初回加算の取扱い 

〔留意事項通知：老企第 36 号第２の２（２１）〕 

 

① 本加算は、利用者が過去２月間（暦月）に、当該指定訪問介護事業所から指定

訪問介護の提供を受けていない場合に算定される。 

 

② サービス提供責任者が訪問介護に同行した場合については、同行訪問した旨

を記録する。また、この場合において、当該サービス提供責任者は、訪問介護に

要する時間を通じて滞在することは必ずしも必要ではなく、利用者の状況等を

確認した上で、途中で現場を離れた場合であっても、算定は可能である。 

◆初回加算の取扱い 

〔緑本Ｑ＆Ａ〕 

 

① 初回加算は、同一月内で複数の事業所が算定することも可能である。 

 

② 一体的に運営している指定第１号訪問事業の利用実績は問わない（第１号訪

問事業費の算定時においても同様。）。 

 

⑥ 緊急時訪問介護加算の対象となる指定訪問介護の提供を行った場合は、要請

のあった時間、要請の内容、当該訪問介護の提供時刻及び緊急時訪問介護加算

の算定対象である旨等を記録する。 

105



生活機能向上連携加算   

〔居宅算定基準：厚生省告示第１９号ホ〕 

 

（１）生活機能向上連携加算（Ⅰ） ：１００単位（1 月につき） 

    サービス提供責任者が、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハ

ビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設

（医療法第１条の２第２項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、

許可病床数が２００床未満のもの、又は当該病院を中心とした半径４キロメー

トル以内に診療所が存在しないものに限る。以下同じ。）の医師、理学療法士、

作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問

介護計画を作成し、当該訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行ったとき 

    初回の当該指定訪問介護が行われた日の属する月に所定単位を加算する。 

 

（２）生活機能向上連携加算（Ⅱ） ：２００単位（１月につき）※ 

    利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテ

ーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定訪問リハビリテーション、指

定通所リハビリテーション等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際に、

サービス提供責任者が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士

又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機

能の向上を目的とした訪問介護計画を作成した場合であって、当該医師、理学

療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該訪問介護計画に基づく指定

訪問介護を行ったとき 

 

※ 初回の当該指定訪問介護が行われた日の属する月以降３月の間、１月につ

き所定単位数を加算する。 

 

（Ⅰ）を算定している場合は、（Ⅱ）は算定しない。 

 

 

  ◆生活機能向上連携加算の取扱い 

〔留意事項通知：老企第 36 号第２の２（２２）〕 

 

① 生活機能向上連携加算（Ⅱ）について 

イ 「生活機能の向上を目的とした訪問介護計画」とは、利用者の日常生活に

おいて介助等を必要とする行為について、単に訪問介護員等が介助等を行う

のみならず、利用者本人が、日々の暮らしの中で当該行為を可能な限り自立

して行うことができるよう、その有する能力及び改善可能性に応じた具体的

目標を定めた上で、訪問介護員等が提供する指定訪問介護の内容を定めたも

のでなければならない。 
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◆生活機能向上連携加算の取扱い（前頁の続き） 

 

ロ イの訪問介護計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーション事業

所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施して

いる医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下「理 

学療法士等」という。）が利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が

同行する、又は当該理学療法士等及びサービス提供責任者が利用者の居宅を

訪問した後に共同してカンファレンス（サービス担当者会議として開催され

るものを除く。）を行い、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、

歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管理、

服薬状況等）に関する利用者の状況につき、理学療法士等とサービス提供責任

者が共同して、現在の状況及びその改善可能性の評価（以下「生活機能アセス

メント」という。）を行うものとする。 

 カンファレンスは、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。 

 また、この場合の「カンファレンス」は、サービス担当者会議の前後に時間

を明確に区分した上で、サービス提供責任者及び理学療法士等により実施さ

れるもので差し支えない。さらに、この場合の「リハビリテーションを実施し

ている医療提供施設」とは、診療報酬における疾患別リハビリテーション料の

届出を行っている病院もしくは診療所又は介護老人保健施設もしくは介護医

療院である。 

 

ハ イの訪問介護計画には、生活機能アセスメントの結果のほか、次に掲げる

その他の日々の暮らしの中で必要な機能の向上に資する内容を記載しなけれ

ばならない。 

ａ 利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の内

容 

ｂ 生活機能アセスメントの結果に基づき、ａの内容について定めた３月を

目途とする達成目標 

ｃ ｂの目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標 

ｄ ｂ及びｃの目標を達成するために訪問介護員等が行う介助等の内容 

 

ニ ハのｂ及びｃの達成目標については、利用者の意向及び利用者を担当する

介護支援専門員の意見も踏まえ策定するとともに、利用者自身がその達成度

合いを客観視でき、当該利用者の意欲の向上につながるよう、例えば当該目標

に係る生活行為の回数や当該生活行為を行うために必要となる基本的な動作

（立位又は座位の保持等）の時間数といった数値を用いる等、可能な限り具体

的かつ客観的な指標を用いて設定すること。 

 

ホ イの訪問介護計画及び当該計画に基づく訪問介護員等が行う指定訪問介護

の内容としては、例えば次のようなものが考えられる。 

  達成目標として「自宅のポータブルトイレを１日１回以上利用する（１月

目、２月目の目標として座位の保持時間）」を設定。 

 

（１月目）訪問介護員等は週２回の訪問の際、ベッド上で体を起こす介助を行 
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◆生活機能向上連携加算の取扱い（前頁の続き） 

い、利用者が５分間の座位を保持している間、ベッド周辺の整理を行いな

がら安全確保のための見守り及び付き添いを行う。 

 

（２月目）ベッド上からポータブルトイレへの移動の介助を行い、利用者の体

を支えながら、排泄の介助を行う。 

 

（３月目）ベッド上からポータブルトイレへ利用者が移動する際に、転倒等の

防止のため付き添い、必要に応じて介助を行う（訪問介護員等は、指定訪

問介護提供時以外のポータブルトイレの利用状況等について確認を行

う。）。 

 

ヘ 本加算はロの評価に基づき、イの訪問介護計画に基づき提供された、初回の

指定訪問介護の提供日が属する月以降３月を限度として算定されるものであ

り、３月を超えて本加算を算定しようとする場合は、再度ロの評価に基づき訪

問介護計画を見直す必要がある。なお、当該３月の間に利用者に対する指定訪

問リハビリテーション又は指定通所リハビリテーション等の提供が終了した

場合であっても、３月間は本加算の算定が可能である。 

 

ト 本加算を算定する期間中は、各月における目標の達成度合いにつき、利用 

者及び指定訪問リハビリテーション、指定通所リハビリテーション又はリハ

ビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等に報告し、必要

に応じて利用者の意向を確認し、当該理学療法士等から必要な助言を得た上

で、利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況及びハのｂの達成目標を踏まえ

た適切な対応を行うこと。 

 

② 生活機能向上連携加算（Ⅰ）について 

イ ①ロ、ヘ及びトを除き、①を適用する。本加算は、理学療法士等が、自宅を

訪問せずにＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適切に把握し

た上でサービス提供責任者に助言を行い、サービス提供責任者が、助言に基づ

き①の訪問介護計画を作成（変更）するとともに、計画作成から３月経過後、

目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告することを定期的

に実施することを評価するものである。 

 

ａ ①イの訪問介護計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーション 

事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施

している医療提供施設の理学療法士等は、当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬ

に関する状況について、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハ

ビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施

設の場において把握し、又は、指定訪問介護事業所のサービス提供責任者と

連携してＩＣＴを活用した動画やテレビ電話装置等を用いて把握した上で、

当該指定訪問介護事業所のサービス提供責任者に助言を行うこと。 
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口腔連携強化加算  体制届必要 

〔居宅算定基準：厚生省告示第１９号ヘ〕 

 

○ ５０単位（１月につき１回限り） 

口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関

及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったとき 

 

 

【算定要件】 

① 利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、歯科診療報酬点数表の区

分番号 C000 歯科訪問診療科の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師又は歯

科医師の指示を受けた歯科衛生士に相談できる体制を確保し、その旨を文書等で取

り決めていること。 

 

② 次のいずれにも該当しないこと 

 ・ 他の介護サービス事業所において、当該利用者について、栄養状態のスクリー

ニングを行い、口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱを算定している場合を除き、口

腔・栄養スクリーニング加算を算定していること。 

・ 当該利用者について、口腔の健康状態の評価の結果、居宅療養管理指導が必要

であると歯科医師が判断し、初回の居宅療養管理指導を行った日の属する月を除

き、指定居宅療養管理指導事業所が歯科医師又は歯科衛生士が行う居宅療養管理

指導費を算定していること。 

・ 当該事業所以外の介護サービス事業所において、当該利用者について、口腔連

携強化加算を算定していること。 

◆生活機能向上連携加算の取扱い（前頁の続き） 

 

ｂ 当該指定訪問介護事業所のサービス提供責任者は、ａの助言に基づき、生

活機能アセスメントを行った上で、①イの訪問介護計画の作成を行うこと。

なお、①イの訪問介護計画には、ａの助言の内容を記載すること。 

 

  ｃ 本加算は、①イの訪問介護計画に基づき指定訪問介護を提供した、初回

の月に限り算定されるものである。なお、ａの助言に基づき訪問介護計画を

見直した場合には、本加算を算定することは可能であるが、利用者の急性憎

悪等により訪問介護計画を見直した場合を除き、①イの訪問介護計画に基

づき指定訪問介護を提供した翌月及び翌々月は、本加算は算定しない。 

 

  ｄ 計画作成から３月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療

法士等に報告すること。なお、再度ａの助言に基づき訪問介護計画を見直し

た場合には、本加算の算定が可能である。 
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◆口腔連携強化加算の取扱い 

〔居宅留意事項通知：老企第 36 号第２の２（２３）〕 

 

① 口腔連携強化加算の算定に係る口腔の健康状態の評価は、利用者に対する適

切な口腔管理につなげる観点から、利用者ごとに行われるケアマネジメントの

一環として行われることに留意すること。 

 

② 口腔の健康状態の評価の実施にあたっては、必要に応じて、厚生労働大臣が

定める基準における歯科医療機関（以下｢連携歯科医療機関｣という。）の歯科医

師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士に口腔の健康状態の評価の方法や在

宅歯科医療の提供等について相談すること。なお、連携歯科医療機関は複数で

も差し支えない。 

 

③ 口腔の健康状態の評価をそれぞれ利用者について行い、評価した情報を歯科

医療機関及び当該利用者を担当する介護支援専門員に対し、別紙様式６等によ

り提供すること。 

   別紙様式６ 厚生労働省 令和６年度介護報酬改定について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html 

 

④ 歯科医療機関への情報提供にあたっては、利用者又は家族等の意向及び当該

利用者を担当する介護支援専門員の意見等を踏まえ、連携歯科医療機関・かか

りつけ歯科医等のいずれか又は両方に情報提供を行うこと。 

 

⑤ 口腔の健康状態の評価は、それぞれ次に掲げる確認を行うこと。ただし、ト及

びチについては、利用者の状態に応じて確認可能な場合に限って評価を行うこ

と。 

イ 開口の状態 

ロ 歯の汚れの有無 

ハ 舌の汚れの有無 

ニ 歯肉の腫れ、出血の有無 

ホ 左右両方の奥歯のかみ合わせの状態 

ヘ むせの有無 

ト ぶくぶくうがいの状態 

チ 食物のため込み、残留の有無 

 

⑥ 口腔の健康状態の評価を行うに当たっては、別途通知（｢リハビリテーショ

ン・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について｣）及び｢入院(所)

中及び在宅等における療養中の患者に対する口腔の健康状態の確認に関する

基本的な考え方｣(令和６年３月日本歯科医学会）等を参考にすること。 

 

⑦ 口腔の健康状態によっては、主治医の対応を要する場合もあることから、必

要に応じて介護支援専門員を通じて主治医にも情報提供等の適切な措置を講

ずること。 
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認知症専門ケア加算  体制届必要 

〔居宅算定基準：厚生省告示第１９号ト〕 

 

（１）認知症専門ケア加算（Ⅰ） ：３単位（１日につき） 

指定訪問介護事業所の体制が算定要件の①～③に適合する場合 

 

（２）認知症専門ケア加算（Ⅱ） ：４単位（１日につき） 

指定訪問介護事業所の体制が算定要件の②③に適合し、かつ、④～⑥に適合

する場合 

 

【算定要件】 

① 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が利用者の５０％以上であること。 

 

② 認知症介護に係る専門的な研修修了者を、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上

の者が２０人未満の場合は１以上、２０人以上の場合は１に当該対象者の数が１９

を超えて１０又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上配置し、チームとし

て専門的な認知症ケアを実施していること。 

 

③ 当該事業所の従業員に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指

導に係る会議を定期的に開催していること。 

 

④ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の２０％以上であること。  

 

⑤ 認知症介護の指導に係る専門的な研修修了者を１名以上配置し、事業所全体の認

知症ケアの指導等を実施していること。 

 

⑥ 介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施又は実施を予

定していること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 口腔連携強化加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議等

を活用し決定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔

の健康状態の評価を継続的に実施すること。 

◆認知症専門ケア加算の取扱い 

〔居宅留意事項通知：老企第 36 号第２の２（２４）〕 

 

① 「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者」とは、日

常生活自立度のランクⅡ、Ⅲ、Ⅳ又はＭに該当する利用者を指し、また、「日

常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介

護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該 
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◆【国Ｑ＆Ａ】 

（問）認知症専門ケア加算の算定要件について「認知症介護に係る専門的な研

修」や「認知症介護の指導に係る専門的な研修」のうち、認知症看護に係る適

切な研修とは、どのようなものがあるか。 

 

（回答）現時点では、以下のいずれかの研修である。 

① 日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修 

② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看

護」の専門看護師教育課程 

③ 日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」 

ただし、③については認定証が発行されている者に限る。 

当する利用者を指す。なお、認知症高齢者の日常生活自立度の確認にあたって

は、例えばサービス担当者会議等において介護支援専門員から情報を把握する

等の方法が考えられる。 

 

② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の割合が５０％以上、または、Ⅲ以上

の割合が２０％以上の算定方法は、算定日が属する月の前３月間のうち、いず

れかの月の利用者実人数又は利用延人員数で算定すること。また、届出を行っ

た月以降においても、直近３月間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ又はⅢ以

上の割合につき、いずれかの月で所定の割合以上であることが必要である。な

お、その割合については、毎月記録するものとし、直近 3 月間のいずれも所定

の割合を下回った場合については、直ちに届出（加算の取り下げ）を提出しな

ければならない。 

 

③ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の

実施について」及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に

規定する「認知症介護実践リーダー研修」及び認知症看護に係る適切な研修を

指す。 

 

④ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」の実施に

当たっては、登録へルーパーを含めて、全員が一堂に会して開催する必要はな

く、いくつかのグループ別に分かれて開催することで差し支えない。 

  また、「認知症介護ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会

議」は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。 

 

⑤ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成

事業の実施について」及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営につい

て」に規定する「認知症介護指導者養成研修」及び認知症看護に係る適切な研

修を指す。 
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訪問介護

通所介護

要介護１～５ ⇒ 地域密着型通所介護

介護予防訪問介護
　平成３０年３月廃止

介護予防通所介護
要支援１～２ ⇒

平成２９年４月開始（平成３０年４月完全移行）

第１号訪問事業 介護予防訪問サービス（Ａ２）

生活支援訪問サービス（Ａ３）
要支援１～２

及び ⇒ 第１号事業 第１号通所事業 介護予防通所サービス（Ａ６）
事業対象者

生活支援通所サービス（Ａ７）

第１号介護予防支援事業 介護予防ケアマネジメント

　　　介護保険法 岡山市規則

介護予防・
日常生活支援

総合事業

介護予防支援

居宅サービス

地域密着型サービス

施設サービス

居宅介護支援

介護予防サービス

地域密着型介護予防サービス

５ 介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）

総合事業の体系図

122



◆ 総合事業（第１号訪問事業）の概要                   

 

 

 介護予防訪問サービス 

 

サービス内容 

・訪問介護員による入浴・排せつ・食事等の介助である身体介護及び調理・

掃除等の生活援助 

・旧介護予防訪問介護と同様に、「訪問介護におけるサービス行為ごとの区

分等について（老計第10号）」の範囲内で実施 

対象者 要支援１、要支援２、事業対象者 

指定基準 旧介護予防訪問介護の基準と同様 

利用者負担 １割～３割 

報酬・主な加算 

※詳細は、サービスコード表（Ａ２介護予防訪問サービス）参照 

○月額基本報酬 

週１回程度：1,176単位／月 （事業対象者及び要支援１・２） 

週２回程度：2,349単位／月 （事業対象者及び要支援１・２） 

週３回以上：3,727単位／月 （要支援２） 

〇加算 

初回加算：200単位／月 

生活機能向上連携加算：（Ⅰ）100単位／月、（Ⅱ）200単位／月 

介護職員処遇改善加算 他  

地域単価 岡山市の単価 10.21 （市外の事業所も同様） 

主な人員基準 

○管理者：常勤・専従１人以上 

【資格要件なし】 

○訪問介護員：常勤換算２．５人以上 

【資格要件：介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者 等】 

○サービス提供責任者：利用者40人につき、常勤専従１人以上 

【資格要件：介護福祉士、実務者研修修了者 等】 

主な設備基準 事業運営のための専用区画の設置 
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 生活支援訪問サービス 

 

サービス内容 

・生活支援訪問介護員（人員・設備・運営等の基準参照）による調理・掃除等

の生活援助 

・「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について（老計第10号）」の

うち、生活援助の範囲で実施 

対象者 要支援１、要支援２、事業対象者 

指定基準 旧介護予防訪問介護の人員・設備基準を一部緩和 

利用者負担 １割～３割 

報酬・主な加算 

※詳細は、サービスコード表（Ａ３生活支援訪問サービス）参照 

○月額基本報酬 

週１回程度： 862単位／月 （事業対象者及び要支援１・２） 

週２回程度：1,721単位／月 （事業対象者及び要支援１・２） 

週３回以上：2,722単位／月 （要支援２） 

〇加算 

初回加算：200単位／月 

サービス提供資格評価加算：10単位／回 （※１） 

上級資格責任者配置加算：基本報酬の10％相当 （※２） 

介護職員処遇改善加算 他 

地域単価 岡山市の単価 10.21 （市外の事業所も同様） 

主な人員基準 

○管理者：専従１人 

【資格要件なし】 

○生活支援訪問介護員：サービス提供の実施に必要な人数 

【資格要件：介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者、市が定める

研修修了者 等】 

○訪問事業責任者：生活支援訪問介護員のうち、1以上の必要数 

【資格要件：介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者、市が定める

研修修了者 等】 

※旧介護予防訪問介護のサービス提供責任者資格要件のうち、介護職

員初任者研修修了者の実務経験年数の要件を撤廃 

※生活支援訪問介護員等及び訪問事業責任者の合計数は、利用者の

数に関わらず常勤換算１以上 

主な設備基準 事業運営のための必要な区画の設置 

※１ 介護予防訪問サービスの訪問介護員の資格要件を満たす者を生活支援訪問介護員として配

置し、当該生活支援訪問介護員がサービスを行った場合は、１回につき加算する。 

※２ 介護予防訪問サービスのサービス提供責任者の資格要件を満たす者を訪問事業責任者とし

て配置し、市長へ届け出た場合は、１月につき加算する。 
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◆ 総合事業における日割り算定について                   

介護保険事務処理システム変更に係る参考資料（確定版） （平成２８年３月３１日事務連絡） 

 

 
○月額包括報酬の日割り請求にかかる適用については以下のとおり。 
 
 
・以下の対象事由に該当する場合、日割りで算定する。該当しない場合は、月額包括報酬で算定する。 
・日割りの算定方法については、実際に利用した日数にかかわらず、サービス算定対象期間（※）に応

じた日数による日割りとする。具体的には、用意された日額のサービスコードの単位数に、サービス
算定対象日数を乗じて単位数を算定する。 

 
（※）サービス算定対象期間:月の途中に開始した場合は、起算日から月末までの期間。 

               月の途中に終了した場合は、月初から起算日までの期間。 

（１）月途中で新規に総合事業サービスを利用する場合

①契約日(7/10)を起算日として日割算定する場合：日割単位数×２１日

②双方の合意によりサービス利用開始日(7/20)を起算日として日割算定する場合：

：日割単位数×１２日

①、②のいずれの算定方法も可

（２）月途中で新規に生活支援サービスから介護予防サービスに変更した場合

　（７月１６日に生活支援サービスから介護予防サービスに変更した場合）

①契約日(7/16)を起算日として日割算定する場合：

   生活支援サービス　日割単位数×１５日

　介護予防サービス　日割単位数×１６日

②双方の合意によりサービス利用開始日(7/20)を起算日として日割算定する場合：

   生活支援サービス　日割単位数×１９日

　介護予防サービス　日割単位数×１２日

①、②のいずれの算定方法も可

　※利用者との契約日を起算日として日割算定を行います。ただし、利用者と事業者双方の合意があれ
ば、利用開始予定日等を起算日としても差し支えありません。

　※利用者との契約日を起算日として日割算定を行います。ただし、利用者と事業者双方の合意があれ
ば、利用開始予定日等を起算日としても差し支えありません。

7/1 7/10（契約日） 7/20（サービス開始予定日） 7/31

7/1 7/16（契約日） 7/20（サービス開始予定日） 7/31

生活支援サービス 介護予防サービス

介護予防サービス又は生活支援サービス

 

総合事業の第１号訪問事業及び第１号通所事業の日割り請求は、月の途中から利用開始の契約を

行った場合、包括報酬でなく契約日を起算日とするなど、従来の予防給付と起算日が異なります。主な

利用例を次に示しますが、詳しくは次ページ以降の資料でご確認ください。 
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【資料１】令和6年4月版 介護報酬の解釈 ３ＱＡ・法令編（緑本）より 

 

＜対象事由と起算日＞ 

月額報酬対象サービス 月途中の事由 起算日※２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護予防・日常生活支援総

合事業 

・訪問型サービス（独自） 

・通所型サービス（独自） 

 

※月額包括報酬の単位とし

た場合 

開
始 

・区分変更（要支援Ⅰ ⇔要支援Ⅱ ） 

・区分変更（事業対象者→要支援） 

変更日 

・区分変更（要介護→要支援） 

・サービス事業所の変更（同一サービス種類

のみ）（※１） 

・事業開始（指定有効期間開始） 

・事業所指定効力停止の解除 

契約日 

・利用者との契約開始 契約日 

・介護予防特定施設入居者生活介護又は介護

予防認知症対応型共同生活介護の退居（※

１） 

退居日の翌日 

・介護予防小規模多機能型居宅介護の契約解

除（※１） 

契約解除日の翌日 

・介護予防短期入所生活介護又は介護予防短

期入所療養介護の退所（※１） 

退所日の翌日 

・公費適用の有効期間開始 開始日 

・生保単独から生保併用への変更（６５歳に

なって被保険者資格を取得した場合） 

資格取得日 

終
了 

・区分変更（要支援Ⅰ ⇔要支援Ⅱ ） 

・区分変更（事業対象者→要支援） 

変更日 

・区分変更（事業対象者→要介護） 

・区分変更（要支援→要介護） 

・サービス事業所の変更（同一サービス種類

のみ）（※１） 

・事業廃止（指定有効期間満了） 

・事業所指定効力停止の開始 

契約解除日 

 

（廃止・満了日） 

 

（開始日） 

・利用者との契約解除 契約解除日 

・介護予防特定施設入居者生活介護又は介護

予防認知症対応型共同生活介護の入居（※

１） 

入居日の前日 

・介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者

の登録開始（※１） 

サービス提供日（通い、

訪問又は宿泊）の前日 

・介護予防短期入所生活介護又は介護予防短

期入所療養介護の入所（※１） 

入所日の前日 

・公費適用の有効期間終了 終了日 
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月額報酬対象サービス 月途中の事由 起算日※２ 

 

 

 

 

 

日割り計算用サービスコー

ドがない加算及び減算 

 

 

 

 

 

― 

・日割りは行わない 

・月の途中で、事業者の変更がある場合は、

変更後の事業者のみ月額包括報酬の算定を

可能とする。（※１） 

・月の途中で、要介護度（要支援含む）に変

更がある場合は、月末における要介護度（要

支援含む）に応じた報酬を算定するものとす

る。 

・月の途中で、利用者が他の保険者に転出す

る場合は、それぞれの保険者において月額包

括報酬の算定を可能とする。 

・月の途中で、生保単独から生保併用へ変更

がある場合は、生保併用にて月額包括報酬の

算定を可能とする。（月途中に介護保険から

生保単独、生保併用に変更となった場合も可

能） 

― 

 
※１ ただし、利用者が月の途中で他の保険者に転出する場合を除く。月の途中で、利用者が他の保

険者に転出する場合は、それぞれの保険者において月額包括報酬の算定を可能とする。 
   なお、保険者とは、政令市又は広域連合の場合は、構成市町村ではなく、政令市又は広域連合

を示す。 
※２ 終了の起算日は、引き続き月途中からの開始事由がある場合についてはその前日となる。 
 
 
 
 
 

【資料２】岡山市介護予防・日常生活支援総合事業Ｑ＆Ａより（平成３１年４月改訂） 

 

項番 質問 回答 

 

Vol.1 

46 

週１回、２回程度の利用とあるが、週

２回の隔週利用や利用日の変更等に

より利用回数が増減した場合の取扱

いは。 

ケアプランで週２回の位置付けがあれば、週２回程度の区

分となります。キャンセル等により一時的に週１回または

２回利用になった場合も、当初のケアプランの単価（月額

包括報酬）での請求となります。 

 

 

 

Vol.2 

52 

 

 

ケアプランの変更により総合事業の

訪問サービス利用が月途中より週１

回利用から、２回利用となった。報酬

の取扱いはどうなるのか。 

日割り計算でお願いします。 

日割り計算のルールは集団指導でお知らせします。（※） 

 

※ ケアプランの変更は契約の変更に該当することから、

対象事由は「利用者との契約開始・解除」、起算日は「契

約日・契約解除日」として、日割り計算する。ただし、利

用者と事業者双方の合意があれば、利用開始予定日等を起

算日としても差し支えない。 
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128



129

介護予防・日常生活支援総合事業の算定構造



130

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
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132

介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準
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令和  年  月  日 
 

岡山市 保健福祉局 事業者指導課 宛 
ＦＡＸ番号 ０８６－２２１－３０１０ 

（※令和８年秋 番号変更予定） 
 

電話・ＦＡＸ番号・メールアドレス 変更届 

 

 
下記のとおり、電話・ＦＡＸ番号・メールアドレスを変更しましたので、お知らせします。 

 
 

記 
 
法人名                                   
 
事業所名                                  
 
介護保険事業所番号                             
 
 
 
旧番号                     新番号 

電話番号  

ＦＡＸ番号  

メール 
アドレス  

電話番号 
 
 
 

ＦＡＸ番号  

メール 
アドレス 
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事業所名

サービス
種別

事業所
番号 33

所在地

Ｔｅｌ Ｆａｘ

担当者名 職名

【質問】

【回答】

【質　問　票】
 令和　　　年　　　月　　　日
 岡山市事業者指導課あて
 Ｆａｘ：０８６（２２１）３０１０
（※令和８年秋　番号変更予定）
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令和７年度 岡山市集団指導（介護保険）に関するアンケート（訪問系サービス） 

 

集団指導に出席した事業所は下記リンクからアンケート（３問）の回答をお願いします。 

複数事業所を運営している場合は事業所ごとにご回答ください。 

 

回答期限 令和８年３月２１日（土） 

 

お問い合わせ 岡山市事業者指導課訪問居宅事業者係 電話 086-212-1012 

 

 

 

https://apply.e-tumo.jp/city-okayama-okayama-

u/offer/offerList_detail?tempSeq=54975 
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